
府協議会の構成と役割分担

○事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること

○事業報告及び収支決算に関すること

○諸規程の制定及び改廃に関すること

○その他協議会の運営に関する重要な事項

○事業計画、収支予算の設定及び変更に係る調整

○事務局会議の運営方針の決定

○その他事務局会議で必要となった事項

事務局

○協議会の会計事務を所管

○構成団体の連絡調整

○その他会に関わる庶務

[京都府土地改良事業団体連合会]

[京都府、ＪΑ中央会、府農業会議、府土連]
委員長　　　１名

事　務　局　会　議
[京都府、ブロック代表市町村、ＪΑ中央会、府農業会議、府土連]

事務局長　　 １名
事務局次長　１名

○総会の決定に基づき協議会の業務を執行

○総会に付議すべき事項に関すること

○対策の推進に係る中心的役割

○市町村推進組織に対する指導、連絡調整

府　協　議　会

総　会

運　営　調　整　委　員　会

会　 長 　　１名
副会長　　 ３名
監　 事     ２名


